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1．インフリキシマブBSとは？その効果は？
　乾癬の皮膚症状や関節の腫れの正体は、皮膚および関節に起こる炎症です。この炎症には、

TNFα(ティー・エヌ・エフ・アルファ)と呼ばれるサイトカイン(生体内物質の一種)が関与し

ています。TNFαは、皮膚または関節と関節の間(付着部)に炎症を起こし皮膚や関節に症状を　　　

起こします。とくに、付着部の炎症が慢性化すると、関節の骨や軟骨の破壊が進み、やがて関

節は変形してしまいます。インフリキシマブBSは、TNFαの作用を抑えることによって乾癬に

対して効果を示す治療薬で、生物学的製剤の一つであるレミケードの後発品です。

　インフリキシマブBSは患者様負担軽減のために開発された後発品のため安価です。関節リウ

マチにおいてレミケードと品質・有効性において同等・同質、安全性において同様であること

が証明されております。乾癬は関節リウマチと同じ作用を示しますので、インフリキシマブ

BSを乾癬で投与した場合もレミケードと同程度の効果が期待できます。

　しかし、残念ながら効果が得られない方や後に述べる副作用の出現のため、治療の継続が困

難な方もおられます。また、現在のところ乾癬の根治治療はなく、インフリキシマブBSによる

治療を行っても完全に治癒するわけではございません。

　インフリキシマブBSは飲む薬ではなく、点滴で投与します。一回の点滴時間は約2時間～2時

間30分です。この点滴を0週(初回)、2週目、6週目、以降8週間(2ヶ月)おきに行います。(風邪

症状や熱があるときは延期する場合があります)

2．インフリキシマブBSを投与してはいけない方
　現在、感染症を有している方、過去6ヶ月以内に重篤な感染症の既往を有する方、活動性結

核のある方、うっ血性心不全のある方、悪性腫瘍、脱髄疾患のある方、白血球、リンパ球減少

のある方など。(過去に結核の感染があった方は、あらかじめ抗結核剤を内服していただき、

インフリキシマブBSを投与することは可能です) また、以前にレミケードを投与して重篤な副

作用が有った方は使用する事が出来ません。

3．インフリキシマブBSの副作用
　国内でレミケードを投与された患者さんのうち28%に何らかの副作用がみられました。　　　　

主な副作用として、発熱(4.1%)、頭痛(2.9%)、発疹(2.9%)、肺炎(1.9%)、ほてり(1.8%)、蕁麻

疹(1.5%)などでほとんどが軽微なものでございました。インフリキシマブBSは関節リウマチに

おいてレミケードと品質・有効性において同等・同質、安全性において同様であることが証明

されておりますので、関節リウマチと同じ作用を示す乾癬で投与した場合も同程度の副作用が

発現すると考えられます。

頻度は少ないが重篤な副作用
a)感染症(結核、敗血症、肺炎など)
　結核のリスクは6～8倍に上昇し、Bio製剤投与開始6ヶ月以内に発症しやすいと言われていま

す。特に過去に結核を患ったことのある患者さんは要注意で、定期的な検査が必要です。咳な

ど、風邪の症状が現れたら、早めに連絡して下さい。

b)点滴による反応
　インフリキシマブBS点滴開始後(0～2時間以内)、一過性に発熱、頭痛、ショック(血圧低下

・呼吸困難・蕁麻疹)がみられます。すぐに治療すれば大事に至りませんが、点滴中、点滴終

了後に何か気になる症状があれば、すぐに点滴室の看護師あるいは医師に連絡して下さい。
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4．インフリキシマブBS投与を受けた後に注意すること
　無理な生活をしない、睡眠をしっかりとる、風邪気味と思ったら無理をせず、早めに主治医

の先生に相談する、咳や痰が続いたら早めに主治医の先生に相談する、人ごみを避けるなどし

て頂くよう宜しくお願い致します。

5．インフリキシマブBS治療にかかる治療費
　インフリキシマブBS一回投与に対して、医療費は約17万円です。従って、保険の種類によ

り、1割約17,000円、2割約33,800円、3割約50,000円かかります。

　70歳未満の方の場合は、所得や自己負担率にもよりますが、高額医療費還付の対象になる方

もおられるため、医療費に関して不明の点があれば、医療相談室あるいは会計にご相談下さい。

6．最後に
　インフリキシマブBSは安全性と有効性を調査するため、厚生労働省からの指示により使用状

況の登録が必要になりますが、患者様のお名前は伏せて登録されますのでご安心下さい。ま

た、安全に治療を行っていくために定期的に採血、検尿あるいはレントゲン検査などをお願い

することになりますが、ご承知の程、宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　
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